企業立地促進法に基づく

　奈良県企業立地基本計画
１　産業集積の形成又は産業集積の活性化に関する目標

（１）地域の特色と目指す産業集積の概要について
	（地理的条件、既存の産業集積の状況、インフラの整備状況等地域の特色について）

 (1) 地域の概要
（奈良県の位置）
　本県は我が国のほぼ中央部、紀伊半島の真ん中に位置する内陸県であり、西の京阪神地域、東の中京地域という産業の大集積地・大消費地の間に位置する。
（恵まれた自然環境）
　県北西部の奈良盆地を中心に平坦な大和平野地域が広がり、北東部には海抜400～500ｍの大和高原地域が隣接し、南部は大峰山脈や大台ヶ原をはじめとする山々が連なる五條・吉野地域が位置する。
　大和平野地域は内陸性気候、五條・吉野地域は山岳性気候、大和高原地域は両者の特徴を兼ね備えているが、気候は概ね温暖で、台風・地震による自然災害が少なく、生活や企業活動にとって恵まれた自然環境である。
（歴史・文化）

　豊かな自然と世界に誇る数多くの文化遺産を有している奈良県は、古代から政治の中心として、大陸からの文化を積極的に取り入れてきた。特に古墳時代、飛鳥時代、奈良時代には遣隋使・遣唐使等の国際交流を通じて日本文化の基礎を築きあげ、さらに中世には、社寺・町屋を中心に能・狂言の発祥地として、日本文化の発展に貢献してきた。

　また、近世から明治・大正・昭和にかけて多くの時代を代表する人物が、奈良の豊かな自然とそこに住む人々が育んできた伝統文化を賛美してきた。奈良は、「日本人の心のふるさと」であり、世界に誇り得る日本文化の中心となっている。
　本県では、こうした先人が育み培ってきた貴重な文化遺産や歴史的風土の保存を図るとともに、県民参加による新たな文化芸術の創造と発信に努めている。

（人口・教育・人材）
　平成20年11月1日現在の県の総人口※は約１４１万人であり、市町村別では、奈良市が３６万６千人、橿原市が１２万５千人、生駒市が１１万６千人など、大和平野地域を中心に人口が集積している。※奈良県統計課「奈良県市町村別推計人口」
　教育については、県内高等学校からの大学への進学率が高いことなど、一般に本県の教育レベルは全国有数である。その中で、県内及び近隣地域に多数ある教育機関及び技術訓練機関が、本県の職業人材の養成に大きな役割を果たしており、優秀な人材の豊富さが企業立地にあたっての強みの一つとなっている。
（産業）
　恵まれた気象条件や高い生産能力を活かして古くから農業が発達しており、京阪神の大消費地への至近性を活かし、多品目少量生産ながら高度な栽培技術を駆使した生産性の高い多彩な農業を展開している。また、森林資源に恵まれ、林業は山村地域の基幹産業の一つとして重要な地位を占めている。
　工業では、墨・筆・和紙・薬・漆器・素麺・清酒・茶せん・割り箸・赤膚焼など、江戸時代や奈良時代にまで遡る長い伝統を持つものが多い。江戸時代には、奈良晒や綿織物等の都市手工業・農村工業が発達し、明治時代には、農具が４位、綿糸が５位、綿織物が７位の生産を上げ、全国でも先進的な地域であった。
　戦後復興期から高度成長期を通じて、繊維、木材、食品等の業種の割合が高かったが、昭和４０年代以降に工業団地が開発されるようになって以降は、県外からの企業立地が進み、一般機械、電気機械等の製造品出荷額が飛躍的に増加した。
　現在では、製薬、靴下、木製品、プラスチック、毛皮革、サンダル、スポーツ用品などの伝統的な地場産業が盛んなほか、機械、食品、金属、ゴム、電子部品・デバイス等幅広い業種が、昭和工業団地（大和郡山市）、テクノパーク・なら工業団地（五條市）などの工業団地をはじめとして広域に分布している。
(2) 既存の産業集積状況
１）産業集積の現状               
　一般機械、電気機械、輸送用機械、食料品、プラスチック、金属製品、電子部品・デバイス、ゴム製品、化学、製薬などの多岐にわたる業種が幅広く広域に立地している。
　また、伝統的な地場産業においても製造技術や技能人材の面で強みがあり、靴下、製薬、木製品、プラスチック、毛皮革製品、サンダル、スポーツ用品の製造などが盛んである。
　さらに、次世代の産業として、太陽光発電や燃料電池などの新エネルギー・創エネルギー分野、バイオサイエンス分野、新素材・デバイス分野及びその関連業種について、先進的企業や先端的研究機関を有する本県では特に大きな期待がかかる。
２）産業集積の特徴               
　京阪神地域の家電産業・バイオ産業、中京地域の自動車産業・航空機産業の大集積地の中間に位置し、京阪神の大消費地の近郊に位置する本県では、その利便性を活かして、各種部品製造、工作機械製造、家電関連産業、生活関連産業などが集積している。
　また、本県では、事業所の平均敷地面積は小さい（全国44位）が、敷地面積当たりの付加価値額は高く（全国5位）、限られた工場用地に高付加価値型産業が集積していることも特徴の一つといえる。例えば、太陽電池の生産ではシャープ葛城工場が長らく世界シェア１位を占めるなど、研究開発型企業の躍進の土壌ともなっている。
３）産業集積に係る各種関係機関     
　ア）産業支援機関、試験研究機関
　奈良県工業技術センターをはじめとして、産業を支援する技術開発や試験研究を行う試験研究機関や支援機関を有している。試験研究機関として、奈良県薬事研究センター、奈良県工業技術センター、奈良県農業総合センター、奈良県森林技術センター、奈良県畜産技術センターが、産業支援機関として、(財)奈良県中小企業支援センター、(財)奈良県広域地場産業振興センターがある。
　また、県北部の関西文化学術研究都市では、奈良先端科学技術大学院大学をはじめとする各種研究機関や多彩な施設が集積し、活発な研究活動が行われており、産学官連携による多くの成果が生まれている。
　イ）教育機関
　技術者・技能者の育成については、奈良先端科学技術大学院大学、奈良工業高等専門学校及び県立高校のうち工業系が６校、農業・林業系が４校あるほか（左の学校数は再編期間中の重複を含む。再編が完了する平成21年度からは工業系４校、農業・林業系３校となる予定。）、奈良女子大学（理学部）、近畿大学（農学部）、奈良県立高等技術専門校、雇用・能力開発機構奈良センター、奈良県農業大学校などが人材養成を担っている。また、県内には、奈良教育大学、奈良県立大学、天理大学、奈良大学、奈良産業大学、帝塚山大学、畿央大学、大阪樟蔭女子大学などの大学が多数存在し、加えて近隣府県には、京都大学、大阪大学など理工系学部を有する大規模大学が通学圏内に多数あり、本県の人材育成に大きく寄与している。
(3) インフラ整備の状況
①道路
　本県では、西名阪自動車道及び名阪国道が、西は大阪・神戸、東は名古屋とを結ぶ動脈を構成し、産業集積に重要な役割を果たしている。
　近年は、南阪奈道路や第二阪奈有料道路の開通により、大阪方面へのアクセスが強化され、特に南阪奈道路は中南和地域から大阪への新たな動脈となっている。加えて、京奈和自動車道の一部供用により、県の南北の動脈も機能し始めたことから、西名阪自動車道郡山ICを介したネットワークが形成され、県内の企業立地の利便性が飛躍的に高まった。
　また、県内では中和地域を東西に貫く地域高規格道路「中和幹線」の整備も進んでおり、北和～中和を南北に結ぶ「大和中央道」と共に、県内アクセス向上に寄与している。
　県では、平成20年12月策定の「奈良の今後５カ年の道づくり重点戦略」において「経済活性化のための企業立地を支援する道路整備の推進」を図ることとしており、現在整備が進められている京奈和自動車道をはじめとした幹線道路網の整備や西名阪自動車道へのスマートIC設置等によるアクセス機能の強化により、企業立地環境の更なる向上が見込まれている。
②鉄道
　県内には大和平野地域を中心に、大阪、京都、三重、名古屋とのアクセスに主眼を置いた鉄道網が発達している。大阪へは、近畿日本鉄道（以下「近鉄」と略す）奈良線、けいはんな線、大阪線、南大阪線、西日本旅客鉄道（以下「ＪＲ」と略す）大和路線（関西本線）、学研都市線（片町線）、桜井線、和歌山線が、京都へは近鉄京都線、橿原線、ＪＲ奈良線が、三重・名古屋へは、近鉄大阪線、ＪＲ関西線が、それぞれ都市間アクセス網を形成している。さらに、平成21年3月には、阪神なんば線開通により奈良～神戸間の直通運転が開始され、阪神エリアとのアクセスが一層向上する。
（目指す産業集積の概要について）

西の家電産業・バイオ産業、東の自動車産業・航空機産業の大集積地の間に位置し、また大消費地である京阪神の近郊に位置する本県として、西名阪自動車道、名阪国道、京奈和自動車道の優れたアクセスによる立地的優位を生かし、独創性と提案力をもって奈良県から発信する４つの「付加価値創造型産業」の集積を目指す。
①環境技術創造型産業
　これまで本県で育まれてきた自然エネルギー利用などの先進技術の集積に鑑み、新たな環境技術への取組を進める創造的企業の創出を目指し、太陽電池に加え、燃料電池など新エネルギー関連産業や、エネルギー削減効果の大きい革新的技術の開発やその製造など、環境創造型産業の立地を促進すると共に、関連企業の立地も促進し、企業集積の形成を図る。
②高度ものづくり産業
　本県には、電子デバイス、工作機械、自動車部品などのハイテク産業の中核企業が存在し、中核企業を中心に高度なものづくり基盤技術を有する企業が多数集積している。その企業集積や本県の立地的優位を活かし、今後更に高度ものづくり産業の集積を図る。
③地域資源活用型産業
　「大消費地である京阪神を背景に発展した農林生産」、「歴史に根ざした伝統産業や地場産業として技術が集積した多様な産業」及び「３つの世界遺産に代表される文化財等の観光資源」など本県の恵まれた地域資源を活用した製品の開発やその製造など関連産業の集積を目指し、中山間地域から平野部に至る広範囲での企業立地の促進を図る。
　
④生活関連産業
　本県において主要産業となっている食料品、飲料、日用品等の生活関連産業について、関西の大消費地へのアクセスの利便性や奈良先端科学技術大学院大学の研究成果などの優位性を活かし、生活関連物品の生産・供給地としての地位を高めるため、関連企業の立地を促進し産業集積を図る。


（２）具体的な成果目標
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（３）目標達成に向けたスケジュール
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（１）施設整備

① 工業団地または立地適地の創出

市町村、県

検討 実施

② 工場適地情報の収集及び活用

市町村、県、関係機関

実施

③ 既存用地のインフラ整備

市町村、県、関係機関

実施

④ 研究施設やインキュベーション施設等の活用

県、公設試、支援機関、大学等

実施

⑤ 設備の充実

公設試、大学等

実施

（２）人材育成・確保

① 企業の人材ニーズ把握

市町村、県、支援機関

実施

② 人材育成支援事業

支援機関、経済団体、公設試等

実施

③ 技術者育成

県、公設試、大学等

実施

④ 若年者就職支援

市町村、県、支援機関、経済団体

実施

⑤ 人材バンク、人材Ｕターン等

県、経済団体

実施

⑥ インターンシップ推進事業  

経済団体、大学等

実施

⑦ 実践教育

県、経済団体

実施

（３）技術支援

① 研究開発の強化推進

県、支援機関、公設試

実施

② 技術相談・指導

県、公設試、大学等

実施

③ ＩＴによる生産工程改善

公設試

実施

（４）経営支援

① 総合的支援の実施

支援機関、経済団体

実施

② 広域商談会・マッチングプラザ

関係機関

実施

（５）　その他の対策

① 企業立地ポテンシャル調査

県

実施 活用

② 企業立地インセンティブの活用

市町村、県

実施

③ 企業立地専門員の配置 

県、支援機関

実施

④ 企業ニーズ把握

市町村、県、支援機関

実施

⑤ ６次産業活性化ファンド等の活用

県、支援機関

実施

⑥ 県庁力活用リエゾン事業

県、支援機関、公設試

実施

⑦ 誘致ＰＲ活動、担当者研修会等の開催

市町村、県、支援機関、関係機関

実施

⑧ 交通基盤整備の促進

市町村、県等

実施

⑨ 情報通信基盤の整備

市町村、県、関係機関

実施


２　集積区域として設定する区域

	（区域）
　奈良県内の明日香村を除く３８市町村（但し、自然公園、自然環境保全地域、国指定鳥獣保護区、県指定鳥獣保護区特別保護地区及び環境省指定の特定植物群落は除く。）
（集積区域の可住地面積）

　　区域面積：約３６６,７００ha　　うち可住地面積：約８４,９２０ha
    （明日香村を除く県内３８市町村）

＜市町村別内訳＞
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奈良市       27,684 14,339

大和高田市   1,649 1,649

大和郡山市   4,268 3,877

天理市       8,637 5,252

橿原市       3,952 3,735

桜井市       9,892 3,933

五條市       29,205 7,433

御所市       6,058 2,967

生駒市       5,318 3,349

香芝市       2,423 1,787

葛城市 3,373 1,989

宇陀市 24,762 6,487

山添村       6,656 2,545

平群町       2,390 1,256

三郷町       880 595

斑鳩町       1,427 1,080

安堵町       433 433

川西町       594 594

三宅町       407 407

田原本町     2,110 2,110

曽爾村       4,784 671

御杖村       7,963 881

高取町       2,577 884

上牧町       614 511

王寺町       700 513

広陵町       1,633 1,609

河合町       827 788

吉野町       9,565 1,642

大淀町       3,806 1,823

下市町       6,201 1,320

黒滝村       4,771 163

天川村       17,570 424

野迫川村     15,503 416

十津川村     67,235 2,695

下北山村     13,353 1,031

上北山村     27,405 801

川上村       26,916 1,316

東吉野村     13,160 558

集積区域計 366,701 84,921


国土交通省国土地理院測図部
　「全国都道府県市区町村別面積調」2007年
設定する区域は、平成２０年１２月２５日現在における行政区画その他の区域又は道路、鉄道等により表示したものである。
（各市町村を集積区域に指定する理由）

本県は地理的には、県北西中部の大和平野地域、東部の大和高原地域、南部の五條吉野地域に大別できるが、
①東西を西名阪自動車道・名阪国道が結び、近年では、南阪奈道路及び第二阪奈有料道路や南北の骨格を形成する京奈和自動車道も一部供用開始されるとともに、現在も京奈和自動車道の御所区間をはじめとした県内の幹線高速道路網の整備が進められており、県内全域が一体となった生活圏、経済圏の形成が見込まれること。
②産業分布は、従来から幅広い業種が県内広域にわたり分布するという特徴を有しており、産業政策上も、県内を一体として捉える必要性が高いこと。
③今後集積を目指す業種についても、可住地面積比率の低い本県においては、限られた産業適地を有効に活かすため、一定の広域での立地可能性を確保すべきであること。
④地理的に産業集積に有利な平野部への企業立地の集中を避け、平野部からの産業の拡大・浸透や、地域資源の活用など業種に応じた産業集積を図る必要があること。
以上のことから、基本計画での集積区域を、村全域が｢古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法｣（いわゆる「古都保存法」）の対象となっている明日香村を除く県内全域としている。



３　集積区域の区域内において特に重点的に企業立地を図るべき区域

	（区域）

「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律」（以下「企業立地促進法」という。）第5条第2項第3号の「企業立地重点促進区域」（以下「重点区域」という。）の指定にあたっては、次の地域の指定を基本とし、必要に応じて随時追加する。
(１) 工場を集積させる地域として造成された工業団地
(２) 工業団地以外でも、新規立地又は既存工場の規模拡大が見込まれる地域
そこで、下記工業団地など一定面積を有する工業系用途地域及び都市計画区域外地域等のうち、重点的に企業立地を図る区域として市町村が選定した地域を重点区域とする。
【県内の主要な産業団地】
[image: image4.emf]市町村 地区・団地 総面積(ha)

ならやま研究パーク 5.4

西九条工業団地 56

名阪小倉工業団地 48.9

高塚工業団地 16.8

石打工業団地 28.1

高山サイエンスタウン 45.1

北田原工業団地 110.7

昭和工業団地 116

奈良県靴工場団地 4.7

桜井木材天理団地 15

天理福住工業団地 35

橿原市 奈良県ハイテク工場団地 3.5

葛城市 はじかみ工業団地 36.3

安堵町 安堵工業団地 14

唐院工業団地 10.4

結崎工業団地 17.1

桜井市 桜井木材団地 27

宇陀市 奈良県毛皮革工場団地 6.4

御所市 御所工業団地 19.9

テクノパーク・なら工業団地 88.7

五條木材工業団地 11.5

北宇智工業団地 70

今井島台工業団地 12.8

二見川端工業団地 3.1

インテリジェンス用地五條 3

花吉野ガーデンヒルズ 10.7

馬佐木材団地 6.5

計 822.6

川西町

五條市

大淀町

奈良市

生駒市

大和郡山市

天理市


上記のうち、本計画における重点区域は次の区域とする。（地番は別添のとおり。）

昭和工業団地（大和郡山市）

天理福住工業団地（天理市）
桜井木材天理団地（天理市）
北宇智工業団地（五條市）

テクノパーク・なら工業団地（五條市）

御所工業団地（御所市）

北田原工業団地（生駒市）

高山サイエンスタウン（生駒市）

はじかみ工業団地（葛城市）

花吉野ガーデンヒルズ（大淀町）


４　工場立地法の特例措置を実施しようとする場合にあっては、その旨及び当該特例措置の実施により期待される産業集積の形成又は産業集積の活性化の効果

	（工場立地法の特例措置を実施しようとする区域）

　企業立地促進法第10条に定める工場立地法の特例措置を実施する区域は、重点区域のうち次の区域とする。（地番は別添のとおり。）
　　昭和工業団地（大和郡山市）

　　はじかみ工業団地（葛城市）

　　花吉野ガーデンヒルズ（大淀町）

（特例措置を実施することにより期待される効果）
工場立地法に定める「特定工場」（一定の敷地面積又は建築面積を有する製造業等を行う工場）については、同法に基づき原則として敷地面積に対して一定の比率以上の緑地・環境施設面積を確保することが求められている。
しかしながら、当該区域には既に相当数の企業が立地し、集積が進んでおり、緑地を含む新たな用地の確保が困難であることから、工場立地法の特例を措置することが不可欠な状況である。
本計画の「重点区域」に定められると、市町村が緑地・環境施設等の面積比率について柔軟に緩和する工場立地法の規制の特例措置を設けることができる。
集積増加を目指す業種は、高い成長が期待できる企業が多く、また既存事業所においても、新たな設備投資や生産能力拡充、生産人員増強が必要な場合が増えており、効率的な用地確保が求められている。
特例措置の適用により、敷地内での生産・研究施設の新・増設、従業員の駐車場の確保などが可能となるなど、用地の効率的な活用が進み、工場の新規立地が10件、新規雇用者数が300人増加することが見込まれる等の効果が期待される。
なお、当該特例措置の適用にあたっては、地域の実情、住民の意向を踏まえ、特定工場周辺の生活環境の保持を適切に図るとともに、県・市町村の環境保全の部局や関係機関との調整を行うものとする。



５　集積業種として指定する業種（以下「指定集積業種」という。）

（1） 業種名

	（業種名又は産業名）

　本計画では、（１）環境技術創造型産業、（２）高度ものづくり産業、（３）地域資源活用型産業、（４）生活関連産業の４分野を指定集積産業分野として指定する。
（日本標準産業分類上の業種名）

(1)「環境技術創造型産業」
　化学工業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業
[image: image5.emf]産業分類表（中分類） 製品の例

16化学工業 バイオプラスチック素材

28電子部品・デバイス・電子回路製造業

液晶ディスプレイ、太陽光発電装置、及びその製

造装置

29電気機械器具製造業

燃料電池、リチウムイオン電池、ＬＥＤ照明器具、

ヒートポンプ及びその製造装置


(2)「高度ものづくり産業」
　ゴム製品製造業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業
[image: image6.emf]産業分類表（中分類） 製品の例

医療用ゴム、防振ゴム、防音ゴム

23非鉄金属製造業

アルミパウダー、光ファイバーケーブル、

通信ケーブル

24金属製品製造業 作業工具、特殊ボルト・特殊ネジ、機械刃物

25はん用機械器具製造業 産業用特殊ポンプ

26生産用機械器具製造業 金型、旋盤、複合加工機、マシニングセンタ

27業務用機械器具製造業 多機能コピー機

センサー、サーモスタット、光ディスク

高性能電子レンジ、高機能温水便座、空調機器

30情報通信機械器具製造業 デジタル家電

31輸送用機械器具製造業 自動車部品、建設機器部品、農機具部品

29電気機械器具製造業

28電子部品・デバイス・電子回路製造業

19ゴム製品製造業


(3)「地域資源活用型産業」
　食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業（たばこ製造業を除く）、繊維工業、木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、化学工業（塩製造業を除く）、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業
[image: image7.emf]産業分類表（中分類） 製品の例

柿の葉寿司、三輪そうめん、奈良漬、吉野葛

ミネラルウォーター、ジュース、酒

11繊維工業

靴下、下着、寝具、紳士服、婦人服、子供服、化学

繊維紡績、不織布製マスク・帽子

12木材・木製品製造業（家具を除く） 製材、合板、集成材、銘木、建築用材料

13家具・装備品製造業 三宝、机、椅子、ブラインド、建具、事務用品

医薬品、ドリンク剤、生薬・漢方製剤

18プラスチック製品製造業

プラスチックフィルム、プラスチック製容器、家電製

品筐体、プラスチック日用品・雑貨

紳士靴

20なめし革・同製品・毛皮製造業 毛皮製衣類など

金剛砂、赤膚焼

22鉄鋼業

鋳物、冷延鋼板、熱延鋼板、表面処理鋼板、カラー

鋼板、ステンレス鋼板、鋼管、線材

21窯業・土石製品製造業

16化学工業

（塩製造業を除く）

19ゴム製品製造業

9食料品製造業

10

飲料・たばこ・飼料製造業

（たばこ製造業を除く）


(4)「生活関連産業」
　食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業（たばこ製造業を除く）、パルプ・紙・紙加工品製造業、窯業・土石製品製造業、その他の製造業
[image: image8.emf]産業分類表（中分類） 製品の例

パン、菓子、乳・食肉・水産物等加工品、酢、コー

ンスターチ

ミネラルウォーター、ジュース、酒

14パルプ・紙・紙加工品製造業 洋紙、和紙、段ボール、紙容器、事務用品

断熱材、浴槽・洗面台人工大理石

32その他の製造業 文具、歯ブラシ、スポーツ用品

9食料品製造業

10

飲料・たばこ・飼料製造業

（たばこ製造業を除く）

21窯業・土石製品製造業





（２）（１）の業種を指定した理由

	(1)「環境技術創造型産業」
　エネルギーの大部分を海外に依存している我が国にとって、国産エネルギーとしての新エネルギー、省エネルギー技術の開発の取組は極めて重要である。
　本県では、平成２０年３月に改定された「奈良県科学技術振興指針」において、環境保全分野、新エネルギー分野に関する研究開発や、関連産業の振興に重点的に取り組むこととしており、今後、新たに環境技術分野での創造的企業が立地する環境が整いつつある。

　既に県内には、太陽電池で長年世界シェア１位を続けてきたシャープ葛城工場（葛城市）を中心に太陽電池関連産業が集積しているのと同時に、新エネルギー及び省エネルギー技術の活用が推進されており、例えば、シャープ葛城工場には800枚以上の太陽電池パネルが設置され、太陽光エネルギーで工場の電力の一部をまかなっている。また、奈良県御所浄水場には、サッカーグランドとほぼ同じ大きさ（6,272㎡）の巨大な太陽電池パネルを設置し、一般家庭218世帯の年間使用電力に相当する81万kWhを発電している。

　また、関西文化学術研究都市高山地区の奈良先端科学技術大学院大学の最先端の研究成果を活かし、新素材、機能材料を開発し製品化することで、環境負荷の低減に貢献する工業製品の生産も期待される。

　以上のように、本県では太陽電池に加え、燃料電池など新エネルギー関連産業や、エネルギー削減効果の大きい革新的技術の研究・製造といった、環境技術創造型産業の集積が実現する環境が整いつつあることから、これら環境技術に関わる取組を一層推進するため、「環境技術創造型産業」として指定集積業種とすることとする。
(2)「高度ものづくり産業」
　本県においては、シャープ株式会社（大和郡山市、天理市、葛城市）や株式会社森精機製作所（大和郡山市）或いは株式会社ジェイテクト（橿原市）といった電子デバイス、工作機械、自動車部品などのハイテク産業の中核企業が存在し、さらに、中核企業を中心として高度なものづくり基盤技術を有する企業が多数集積している。また、県内には多数の高等教育機関や奈良県工業技術センター等の研究機関が立地しており、今後一層の産学官の各機関が連携した研究開発・技術開発の促進が期待される。
　このように、多くの産業分野の製造工程において必要とされるものづくりの基盤技術を有する企業の集積と多数の研究機関の存在は、本県の大きな強みとなっている。
　これら企業・研究機関の高い技術力・研究開発力を活かし、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械、情報通信機械、生産用機械器具といった多様な業種の企業の新規立地や高度化を推進することは、ものづくり関連の分野における高度かつ汎用性の高い技術を育成し、更なる新規立地の誘発に繋がることが期待される。
　以上のことから、本計画において、これら産業群全体を捉え「高度ものづくり産業」として指定集積業種とすることとする。
(3)「地域資源活用型産業」
　本県は、競争力のある地域資源に恵まれている。大和平野では、野菜、花き等の施設園芸が盛んであり、大和高原・五條吉野地域では、茶、柿や梅の産地が形成されている。さらに、吉野川上流地域は「吉野林業地域」と呼ばれ、集約的施業によるわが国有数の優良材生産地であり、水産では、あゆ、あまごや大和郡山の金魚が有名である。また、300年の歴史を有する置き薬、奈良を発祥の地とする清酒など長い歴史を有する伝統産業や、靴下、プラスチックなど多様な地場産業の製造技術が豊かに集積している。
　消費地とのアクセスについても、東西を西名阪道・名阪国道が結び、近年更に、南阪奈道及び第二阪奈道が開通し、南北を結ぶ京奈和道も一部供用開始されるなど、高速道路網が整備された。
　このように恵まれた地域資源・交通アクセスを有する本県において、中山間地域における木材・木製品製造業の産業集積や平野部での食料品製造業等の集積、或いは伝統的に製造技術の集積が顕著な製薬業や靴下・ニット等の繊維、プラスチック成型、毛皮革製品、サンダル等多種にわたる地場産業の一層の集積によって、地域資源を活用した製品生産の高度化や、商品の一層のブランド化、更には農林水産業そのものの生産技術・流通・販売体制の高度化が進展することとなれば、本県経済の大きな成長が実現する。
　以上のことから、本計画において、地域の農林水産資源を活かした関連産業や、地場産業等による技術集積・人材集積の見られる業種について「地域資源活用型産業」として指定集積業種とする。
(4)「生活関連産業」
　関西の大消費地に近接している本県においては、食料品、飲料、日用品、スポーツ用品或いはこれらの物流を支える梱包資材等の多様な生活関連産業が多く立地しており、生活関連産業は本県の主要産業となっている。
　また、関西文化学術研究都市高山地区にある奈良先端科学技術大学院大学の先端的研究成果を活かし、食料品・飲料等への応用は、今後これらの分野の発展可能性を秘めている。

　今後、生活関連産業の集積が一層進展することとなれば、本県の関西の大消費地へのアクセスの利便性とも相まって、関西圏の生活関連物品の生産・供給地としての地位の向上に伴う県外の需要の更なる取込みが実現する。
　以上のことから、本計画において、生活関連物品の製造業やその関連業種について「生活関連産業」として指定集積業種とする。



６　指定集積業種に属する事業者の企業立地及び事業高度化の目標

[image: image9.emf]目標数値

指定集積業種の企業立地件数 １００件

指定集積業種の製造品出荷額の増加額 ２，１５５億円

指定集積業種の新規雇用創出数 ３，２５０人


７　工場又は事業場、工場用地又は業務用地、研究開発のための施設又は研修施設その他の事業のための施設の整備（既存の施設の活用を含む。）、高度な知識又は技術を有する人材の育成その他の円滑な企業立地及び事業高度化のための事業環境の整備の事業を実施する者及び当該事業の内容

	（産業用共用施設の整備等に関する事項）

※ここで、「支援機関」は中小企業支援センター及び広域地場産業振興センター
　　　　　　　　「経済団体」は奈良県商工会連合会、奈良県中小企業団体中央会、
　　　　　　　　　　　　　　　奈良工業会、奈良県経営者協会及び各商工会議所

　　　　　　　　をそれぞれ意味する。
(1)施設整備等
①工業団地または立地適地の創出【市町村、県】
　工業団地開発の検討や企業ニーズにかなう立地適地の把握、土地利用に関する規制緩和や市街化区域への編入により、企業ニーズに応える用地を創出する。
②工場適地情報の収集及び活用【市町村、県、関係機関】
　県、市町村、関係機関等の協力・連携により、工場適地情報を収集し、企業ニーズに応える用地情報提供を実施する。
　
③既存用地のインフラ整備【市町村、県、関係機関】
　既存工業団地、工場適地等の道路、水、下水道等の立地基盤整備を県、市町村及び関係機関が連携して取り組み、企業立地を促進する。
　
④研究施設やインキュベーション施設等の活用【県、公設試、支援機関、大学等】
　県、市町村、関係団体が協力・連携して、県内の研究施設やインキュベーション施設及び産業支援機関の活用促進を図る。
　
⑤設備の充実【公設試、大学等】
　企業ニーズを的確に把握し、これに応じた設備の充実に努める。また、奈良県工業技術センターで、主に県内中小企業からの利用が見込める試験分析･測定装置などを有償で開放するなど、研究施設の設備を産業支援に弾力的に活用できるよう支援体制を整備する。
(2)人材育成・確保
①企業人材ニーズの把握【市町村、県、支援機関】
　企業アンケートや企業訪問を通じ、立地企業や立地希望企業が必要とする人材ニーズを把握し、企業の人材確保を支援する。
②人材育成支援事業【支援機関、経済団体、公設試等】
　人事労務管理セミナーをはじめとして、マネジメント力強化、リーダーシップ、問題解決力のレベルアップ、中堅営業担当者のスキルアップ、人権・同和問題等のセミナーを実施し人材の育成に努めるとともに、人材養成等支援事業を活用し、指定集積業種の技術力向上に繋がる地域の人材を育成し、セミナー等を実施する。
　　
③技術者育成【県、公設試、大学等】
　産業集積を図る上で不可欠となる技術・技能の蓄積と育成技術者・技能者の育成を進める。
奈良県工業技術センターでは、企業技術者を長期にわたり受け入れる研究者養成研修や、各種研修会･講習会などを通じ、ものづくり人材育成を図る。また、技術移転に重要なコーディネート力や企業ニーズに応じた研究開発のため、センター研究員自身の技術力･開発力の向上に努める。
(財)中小企業支援センター及び奈良工業高等専門学校では、ものづくり企業に要求される金属加工系技術の高度化と多様化に対応するため、特定範囲の職工技能型でない、幅広い専門知識をベースにした開発能力のある職務開発型技能者を育成する。また、中小企業から特に要請の多い、「組み込みシステム」について、奈良工業高等専門学校を中心に技術の多様化に対応した短期間の効果的カリキュラムによる研修を実施し、中小企業の技術者･技能者を養成する。
④若年者就職支援【市町村、県、支援機関、経済団体】
　若年者等を対象に、職場見学・体験、個別カウンセリング、セミナー等で職業意識形成支援を行い、雇用対策としては若年者の採用拡大の為の広報及び啓発、企業合同説明会等を開催し、企業と若年者との雇用のミスマッチを防ぎ、未熟な職業意識形成と就労へのスキルを高めながら正規雇用へと導く。

⑤人材バンク、人材Ｕターン等【県、経済団体】

　ホームページ上で求人企業、就職希望者情報を登録してもらうことにより、企業と求職者のマッチングを支援する。また、東京や大阪等の大都市で求人企業情報を発信し、県外からの優秀な人材を確保する。
⑥インターンシップ推進事業【経済団体、大学等】
　学校と企業が連携・協力して人材育成を実施することにより、専門能力の向上を図り、様々な分野で活躍できる人材を育成する。
奈良県インターンシップ運営委員会を設置し、大学・短大生を対象に働くことの意義を理解し、主体的な職業の選択を行うための能力と職業観を養えるようにする。また、高校生に対しては、仕事の現場を直接体験することによって職業理解を促すことができるように、ジュニア・インターンシップの周知・啓発活動を行い、受け入れ協力企業を開拓する。

⑦実践教育【県、経済団体】
産業界と県教育委員会が連携し、県内工業高校の生徒や教員に中小企業で活躍する熟練技能者が直接実践的な指導を行うことにより、実践技術向上とものづくりに対する関心を高める。
(3)技術支援等
①研究開発の強化推進【県、支援機関、公設試】
県内企業等の新商品開発や販路開拓に向けた取り組みや県内産業の基盤強化に寄与する事業に対して補助金交付等の支援を行うことにより事業の推進を図る。
②技術相談・指導【県、公設試、大学等】
県内企業が有するさまざまな技術課題について随時相談対応を行うほか、特定産業については定期的に出向いて技術相談に応じる。また、必要に応じ県内企業を直接訪問し技術ニーズの把握に努めるとともに技術指導等を行う。
例えば、奈良県工業技術センターでは、優れた研究開発アイデアを持ちながら研究開発設備の整備など製品化への取り組みに課題を抱える中小企業に対し、「ものづくりオープンラボ事業」として、設備の開放、継続的･集中的な指導など、独自に研究開発が行える環境を提供し、個別の課題解決を支援している。
③ITによる生産工程改善【公設試】
奈良県工業技術センターでは、CAD､CAMをはじめ情報技術を駆使できる企業人材の育成を図るとともに、ITを利用して県内中小企業における生産工程の改善を支援し、効率的なものづくり基盤技術の強化･整備を行う。
(4)経営支援

①総合的支援の実施【支援機関、経済団体】
奈良県における新事業創出並びに中小企業振興のため、創業、新事業・新分野への進出、経営基盤の強化など、県内企業が行う社会的構造変化への対応に対する取組に対し、総合的支援を実施する。

また、相談や各支援事業の活用を通じて、地域企業のニーズ、蓄積技術の把握を進め、立地企業・地域企業間及び地域企業間のビジネスマッチングを支援し促進する。
②広域商談会・マッチングプラザ【関係機関】
けいはんな新産業創出・交流センターでは、関西文化学術研究都市及びその周辺地域に立地している研究機関・大学、企業等が保有する知的財産を中小・ベンチャー企業へ移転することを目的に、『知財ビジネスマッチングフェアー』を開催する。
また、金融機関主催のビジネスフェアが開催されるなど、ビジネスマッチングの場が設けられている。
(5)その他の円滑な企業立地及び事業高度化のための事業環境の整備に関する事項

①企業立地ポテンシャル調査【県】

　企業立地、産業集積を図る観点から、地域のポテンシャルを調査し、企業立地にかかる課題や地域に適した業種等を調査し、優れた立地条件の地域に優れた産業集積を進める。

　

②企業立地インセンティブの活用【市町村、県】

　各種支援制度の活用を図るとともに、地域の優れた立地環境をＰＲすることで企業立地を促進する。
③企業立地専門員等の配置【県、支援機関】

　県では、県内外の企業に積極的に本県への立地を働きかけるために企業誘致活動を専門に行う企業立地コンシェルジュを配置しており、より充実した誘致活動を行うことで企業立地を進める。

④企業ニーズ把握【市町村、県、支援機関】

　立地希望のあった企業に出向いてのニーズ把握はもちろん、幅広く企業ニーズの把握に努め、立地環境について課題があればその解決を図りながら企業立地を進める。
⑤６次産業活性化ファンド等の活用【県、支援機関】
県及び(財)奈良県中小企業支援センターでは、国の制度等を活用し、農林水産業者と商工業者の双方の強みを活かした連携事業等の活性化を図る。
⑥県庁力活用リエゾン事業【県、支援機関、公設試】
　県庁が中心になり工業技術センターや中小企業支援センターと連携を図り、情報の共有化を進めることにより、県内企業の優良案件の発掘を行うとともに、企業の課題解決に向けた支援を行う。
⑦誘致ＰＲ活動、担当者研修会等の開催【市町村、県、支援機関、関係機関】

　県、市町村や関係機関が連携して誘致活動を展開する。また、市町村の担当者を対象とした企業立地に関する情報交換などの研修等を実施し、企業に的確で有効な情報提供を行うことによって企業立地を促進する。
　また、トップセミナーの開催や情報交換など金融機関と連携・協力して企業誘致を促進する。
⑧交通基盤整備の促進【市町村、県等】

　産業集積に資する効果の高い道路整備を積極的に行い、立地企業の利便性を高めることで、企業立地を促進する。
⑨情報通信基盤の整備【市町村、県、関係機関】

　特に大規模な企業集積を計画する場合には、企業が操業する上で必要となる情報通信基盤の確保を、関係機関と調整して進める。


８　産業集積の形成等に密接な関係を有する者と市町村及び都道府県との連携に関する事項

	　「奈良県地域産業活性化協議会」を中心に、基本計画の実施に向けた取組を連携して行う。
（１）関係機関との連携
①企業立地担当課会議【市町村、県、支援機関、経済団体】
　企業立地促進法に基づく地域産業活性化協議会に実務者レベルの幹事会を設置し、県と市町村及び関係団体等が連携して企業立地活動を行う組織基盤を整える。
②地域力連携拠点【県、支援機関、経済団体等】　
経営力の向上、事業承継や新事業展開を支援する専門家をコーディネーターとして配した支援拠点を県内に６ヶ所設け、中小企業が直面する課題に対してワンストップできめ細やかな支援を行う。
③経済の担い手等との連携【市町村、県、支援機関、経済団体、関係機関、大学等】
　県、市町村、支援機関等は、経済団体、金融機関及び大学等と連携・協力し、企業立地及び事業高度化に関する企業のニーズ把握や、企業に対する支援・情報提供等のサポートを円滑かつ積極的に進める。
（２）産学官連携
　県及び市町村は、支援機関及びその他県内の教育機関等と連携し、企業立地の促進を図る。
＜支援機関、教育機関＞
ア）支援機関
　(財)奈良県中小企業支援センター、(財)奈良県広域地場産業振興センター
イ）公設試験研究機関
　奈良県保健環境研究センター、奈良県薬事研究センター、奈良県工業技術センター、奈良県農業総合センター、奈良県畜産技術センター、奈良県森林技術センター
ウ）大学院・大学等教育機関
　　　奈良先端科学技術大学院大学、奈良女子大学、近畿大学農学部、
    　奈良県立医科大学、奈良工業高等専門学校、県立工業高校など
　　　
エ）職業訓練施設
　　奈良県立高等技術専門校、雇用・能力開発機構奈良センター、奈良県農業大学校
①産学官研究推進事業【県、支援機関、関係機関】
県・(財)奈良県中小企業支援センター・けいはんな新産業創出交流センター等が連携して、地域結集型研究開発プログラムや都市エリア産学官連携促進事業を通して、企業・大学・公設試験研究機関等による産学官連携体を構成し、高付加価値型産業の育成を推進する。
②奈良県植物機能活用クラスター協議会【県、支援機関】
県・(財)奈良県中小企業支援センター等で、奈良県地域結集型研究開発プログラムの円滑な推進のため、産学官の交流を促進し、事業コンセプトの共有化、地域ブランド戦略の検討や研究成果の利活用体制の構築を図り、植物機能活用クラスターの形成と発展を推進する。
③奈良県産業活性化ミッション事業【県、支援機関、企業、大学等】
県、(財)奈良県中小企業支援センター、県内企業、大学など、産業界と行政関係者等が協働で先進事例の実地調査を行うとともに、県内産業の活性化に向けた産学官連携、官民の役割分担、公的支援のあり方について協議する。


９　市町村及び都道府県における企業立地及び事業高度化に関する手続の迅速な処理を図るための体制の整備に関する事項

	　県、市町村、関係機関がそれぞれ誘致活動、立地支援及び手続きの迅速化などを図るとともに、相互に連携して迅速な立地を実現する。

○ワンストップサービス

　企業立地の迅速化を図るため、県では、関係部局が連携し、企業立地推進課において企業立地に関して必要となる情報（用地、支援制度及び関係法令等）をワンストップで提供し、相談に応えるワンストップサービスの体制を整備している。また、基本計画区域内の市町村においても、企業誘致担当職員を配置するなど迅速に対応できる体制を整備する。

○トップダウンによる手続等の迅速対応
　市町村及び県では、トップ自らが積極的に企業誘致に取り組むとともに、トップダウンにより立地に必要な手続等を迅速に行う体制を整え、立地企業がスピーディーに操業を開始できるように支援する。
○企業立地後のきめ細かなアフターフォロー

　新規の企業立地に対する支援のみならず、立地後の企業や既存の県内企業に対しても継続的に企業訪問を行い、新たなニーズや課題の把握につとめ、それに対し迅速に対応する。

○県、市町村の連携による立地環境整備

県と市町村及び関係団体で構成する奈良県地域産業活性化協議会に実務レベルの幹事会を設置し、県・市町村・関係団体が連携して企業立地を推進する体制を整備する。




１０　環境の保全その他産業集積の形成又は産業集積の活性化に際して配慮すべき事項

	（環境保全）
　奈良県地域は、８地域の自然公園（国立公園１地域、国定公園４地域、県立自然公園が３地域で合計約６３，３２８ｈａ）が指定されており、豊かな自然と世界遺産に代表される貴重な歴史・文化に恵まれた地域である。産業集積の推進に当たっては、「新奈良県環境総合計画」に掲げた「豊かな自然・優れた歴史との共生、持続可能なくらしの創生」という理念を踏まえ、大気、水、森林、土壌環境の保全や騒音・振動等対策について県と市町村が連携を図りながら助言、指導を行うなど、地域の自然や住民生活等に配慮するとともに、良好な景観の形成にも配慮しながら進めていくものである。また、事業活動に伴う環境への配慮について、住民への情報提供や地元説明会、工場見学会の開催など住民の理解を得るための取り組みを積極的に行っていくこととする。
（住民生活の安全）
　県では、「奈良県安全で安心して暮らせるまちづくりの推進に関する条例」（平
成２０年７月１１日施行）に基づき、県民等による自発的な地域安全活動、県民相互の連帯の強化、県民の自主防犯意識の高揚等を通じて県民の生活の平穏を害するような犯罪の発生しにくい地域社会を構築し、もって県民等が安全で安心して暮らせる社会の実現を目指している。

　また、交通安全対策については「奈良県交通安全計画」に基づき、地域の交通の安全と円滑を図る活動を推進している。
　企業立地を通じた産業集積の形成や活性化にあたっても、地域住民との協議を十分に実施するとともに、犯罪や事故を防止し、安全な住民生活を確保するため、県警察や道路管理者との連携を図りながら、事業者に対し下記の取り組みを指導、要請する。
(１) 防犯設備の整備
　地域住民が、事業所及びその付近において、犯罪被害に遭うことを防止する
ため、防犯機器の設置等防犯設備の整備を推進する。 
(２) 交通安全に配慮した環境の整備
　地域の交通の安全と円滑を図るため、施設の建設等については、計画の初期段階から警察等関係機関との十分な調整を図り、交通安全に配慮した環境の整備を推進する。
(３) 施設等の適切な管理
　工場等における植栽の適切な配置等により見通しを確保するほか、公共空間や空地が地域住民の迷惑になる行為に利用されないよう適正な管理を行う。
(４) 従業員への防犯・交通安全指導
　従業員に対する法令遵守の徹底、交通事故防止、犯罪被害防止のための研修等の実施、外国人従業員に対する日本の法制度についての指導等を行う。
(５) 地域における防犯活動への参画
　地域住民等が行う防犯ボランティア活動への参加等の防犯にかかる地域の取り組みへの協力を行う。
(６) 不法就労の防止
　外国人を雇用しようとする場合において、旅券等による当該外国人の就労資格の有無を確認するなどの必要な措置を実施する。 
(７) 警察への連絡体制
　犯罪や事故等の発生時における地域住民や警察等の関係機関への連絡体制を整備する。


１１　法第５条第２項第３号に規定する区域における同項第７号の施設の整備が、農用地等として利用されている土地において行われる場合にあっては、当該土地を農用地等以外の用途に供するために行う土地の利用の調整に関する事項

	重点区域に指定する葛城市はじかみ地区には一部農地を含むが、既に工場立地法に基づく平成１８年度工場適地指定に際して農地転用に関する事前調整を終了しており、今後、立地企業が決定した際には関係機関と協議し農地転用手続きを進める。


１２　その他産業集積の形成又は産業集積の活性化の促進に関する重要事項

	（地域産業活性化協議会による統合的進捗管理） 
　地域産業活性化協議会は、関係する産学官、業界団体、事業環境の整備主体がその構成メンバーとして参画しており、同協議会の場でそれぞれの専門的見地から検討、議論されることによって高い次元での合意形成が可能である。このため地域産業活性化協議会を本計画実現のための総合的進捗管理機関として位置付け、本計画で示された諸々の施策の円滑な実施のために、問題の発見や解決策の発案、方針の決定等、司令塔としての役割を担うものとする。


１３　計画期間

	　本計画の計画期間は、計画同意の日から平成２４年度末日までとする。


＜　以　上　＞
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